
 

１５０６ 特恵関税の卒業及び適用除外措置について 

 

 

先進国並みに経済が発展した特恵受益国（地域を含む。以下同じ。）や、特恵

受益国を原産地とする品目のうち、高い国際競争力を有する品目については、

特恵関税の適用対象から除外されます。具体的な適用除外要件は以下のとおり

です。 

 

 

１．全面適用除外措置（全面卒業） 

特恵受益国のうち、その年度の前年までに公表された３か年の国際復興開

発銀行の統計（以下「世銀統計」という。）において、連続して①「高所得国」

に該当した国又は②「高中所得国」に該当し、かつ、全世界の総輸出額に占

める当該国の輸出額の割合が１％以上を満たした国については、その国を原

産地とするすべての品目が特恵関税の適用対象から除外されます。 

なお、全面卒業となった国が、その後に３か年の世銀統計において、連続

して上記①又は②に分類されなくなった場合で、かつ、その国から希望があ

った場合には、その年の翌年度からその国に対して再び特恵関税が適用され

ます。 

 

 

２．部分適用除外措置（部分卒業） 

特恵受益国のうち、⑴の基準を満たす国については、その国を原産地とす

る⑵の基準を満たす品目は、特恵関税の適用対象から１年間除外されます。 

なお、次年度も引き続き当該基準を満たした場合は、本措置が一年間延長

されます。 

⑴  国の基準 

その年度の初日を含む年の前年に公表された世銀統計において、①「高

所得国」に該当した国又は②「高中所得国」に該当し、かつ、全世界の総

輸出額に占める当該国の輸出額の割合が１％以上を満たした国 

⑵  品目の基準 

その年度の前々年の貿易統計において、⑴の基準を満たす国を原産地と

する品目の輸入額が１０億円を超え、かつ、同一品目の全世界からの日本

の総輸入額に占める当該国の割合が２５％を超える品目 

 

 

３．国別・品目別特恵適用除外措置 

特恵受益国を原産地とする品目のうち、その年度の前３か年において、

総計輸入額が４５億円を超え、かつ、同一物品の全世界からの日本の総計

輸入額に占める当該国の割合が５０％を超える品目については、特恵関税

の適用対象から３年間除外されます。 

 

（関税暫定措置法第８条の２第２項、関税暫定措置法施行令第２５条） 
 


